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平成３０年５月 定例教育委員会  会議録 
  

１．日  時  平成３０年５月２４日（木）  開会 １５時００分   閉会 １６時２３分 

 

２．場  所  福井市役所８階第３委員会室 

 

３．出 席 者  教 育 長         吉川 雄二 

教育長職務代理者     佐藤 藤枝 

教育委員         木村 敦子 

教育委員         春木 伸一 

教育委員         多田 和博 

＜事務局職員＞ 

教育部長         内田 弥昭 

少年対策参事官      北川  登 

教育次長         齊藤 正直 

生涯学習室長       桑原 浩明 

図書館統括館長      松浦  務           

教育総務課長       久々津 久和 

学校教育課長       小林 真由美 

保健給食課長       坂井 小由里 

青少年課長        下山 博幸 

スポーツ課長       西行  裕 

文化財保護課長      天谷 賢一 

図書館長         渡邊 正英 

みどり図書館長      橋詰  豊 

桜木図書館長       道佛 浩二 

調整参事         塩見 伸治 

教育総務課副課長     前川 昌司 

教育総務課主幹      吉田 浩一 

 

４．議  題 

  議 案 

第２号議案 市議会定例会提出議案（平成３０年度福井市一般会計補正予算）に同 

意することについて 

第３号議案 市議会定例会提出議案（福井市放課後児童健全育成事業の設備及び運 

営に関する基準を定める条例の一部改正について）に同意することに 

ついて 

第４号議案 平成３１年度使用福井県義務教育諸学校教科用図書採択福井・高志地 

区協議会の設置について 

第５号議案 市指定文化財の指定について 

第６号議案 市指定文化財の指定解除について 
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第７号議案 福井市文化財保護委員の委嘱について 

第８号議案 福井市自然史博物館運営協議会委員の委嘱について 

第９号議案 福井市美術館運営協議会委員の委嘱について 

第４号報告 専決処分（福井市教育委員会行政組織規則の一部改正）の承認を求め 

ることについて 

第５号報告 専決処分（福井市教育委員会職務権限規程の一部改正）の承認を求め 

ることについて 

第６号報告 専決処分（福井市教育委員会文書管理規程の一部改正）の承認を求め 

ることについて 

 

第７号報告 専決処分（福井市教育委員会公印規則の一部改正）の承認を求めるこ 

とについて 

        第８号報告 専決処分（福井市学校給食運営委員会委員の委嘱）の承認を求めるこ 

とについて 

 

報 告 

        （１）教育委員会 部局マネジメントについて 

            平成２９年度 マネジメント成果報告 

            平成３０年度 マネジメント方針 

  

５．議事の経過 

（１）開会、教育長あいさつ 

（２）会議録署名委員の指名   木村 敦子 委員  多田 和博 委員 

（３）議事の要旨 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

木村委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

はじめに、第２号議案 市議会定例会提出議案（平成３０年度福井市一般会計

補正予算）に同意することについて、事務局から説明を求める。 

 

地場産食材を使用した学校給食や、それらを教材とした食に関する学習活動を

行うことに対し、県が補助制度を創設したため、これを活用し、事業実施に必要

な賄い材料費を増額するものである。朝倉ゆめまるランチを２回、ふるさと給食

を１回実施予定である。 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

今までとは何が違うのか。 

 

今までも朝倉ゆめまるランチを通して福井の地場産食材を活用した食育事業

を実施してきた。これまでは市の単独事業として実施していたが、今回、県の補

助事業が創設されたため、それを活用して実施していきたい。 
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佐藤委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

佐藤委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

春木委員 

県は補助する自治体数を決めているのか。 

 

この事業は、市町が補助申請して実施する事業であるが、特に数は決めていな

い。 

 

毎年、補助がもらえるのか。 

 

とりあえず３年間計画されている事業である。 

 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第２号議案 市議会定例会提出議案（平成３０年度福井市一般会計

補正予算）に同意することについて、原案のとおり承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第２号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に第３号議案 市議会定例会提出議案（福井市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について）に同意することにつ

いて、事務局から説明を求める。 

 

児童クラブにおいて、２０１５年から放課後児童支援員を２名以上置くことが

義務付けられているが、その資格取得には県の行う講習等を受講することとなっ

ている。今回、その基準省令が改正となったため、それに合わせ、市の条例も資

格要件を拡大する。 

改正内容については、１点目、学校の教員については教員免許の更新が必要で

あるが、放課後児童支援員は教員免許の更新が不要なので、その部分を分かりや

すくした。２点目、これまでは大学または短期大学の卒業が要件であったが、平

成３１年度から専門学校を大学にしたような、専門職大学というものが全国で何

校か開設されることから、これらの前期課程を修了したものも追加する。３点目、

中学校卒業者への資格要件の拡大ということで、これまでは高校卒業者で２年以

上の実務経験を有する者となっていたが、今回、中学校卒業者で５年以上の実務

経験を有する者も含めることとした。 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

ここでいう実務経験とは、放課後児童健全育成事業に携ったことがあるという
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事務局 

（学校教育課長） 

 

木村委員 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

ことか。 

 

これまで放課後児童支援員という形でなくても、児童クラブ等でお手伝いいた

だいたことがあれば、実務経験に含まれる。 

 

児童館で働いている方は放課後児童支援員ではないのか。 

 

児童クラブで働いている方が放課後児童支援員であるが、児童館に一般来館で

児童が遊びに来るケースもあれば、児童会として児童クラブをやっているケース

もあるので、実際のところ、両方の仕事に関わってもらっているのが現状である。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第３号議案 市議会定例会提出議案（福井市放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について）に同意するこ

とについて、原案のとおり承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第３号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第４号議案 平成３１年度使用福井県義務教育諸学校教科用図書採択福

井・高志地区協議会の設置について、事務局から説明を求める。 

 

平成３１年度使用の中学校道徳及び小学校の教科用図書採択に関わる協議会

の設置についてであるが、平成３１年度から中学校の道徳が教科化となるため、

それに伴い道徳の教科用図書の採択を行うものである。加えて、教科用図書の採

択は４年ごとに行っているが、平成３１年度は小学校の教科用図書の採択の年に

もあたっている。ただし、小学校の教科用図書は平成３２年度から新学習指導要

領が実施されることから、教科書も全面改訂となる。そのため今回は１年限りの

施行となるため、現教科書をそのまま継続使用することを審議することとなる。 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

中学校の道徳は、見本となる教科書をいくつか見て検討していく事となるが、

小学校の教科書は現在使用している教科書をもう一度見ることになるのか。 
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事務局 

（学校教育課長） 

 

多田委員 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

木村委員 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

見ることはしないが、もう１年間使用することを協議会で承認をいただき、県

教育委員会に報告する必要がある。 

 

中学校の教科用図書採択も４年に１回なのか。道徳の教科だけずれることにな

らないのか。 

 

中学校は平成３３年度から新学習指導要領が実施されるので、平成３２年度で

仕切り直しとなる。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第４号議案 平成３１年度使用福井県義務教育諸学校教科用図書採

択福井・高志地区協議会の設置について、原案のとおり承認することでご異議な

いか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第４号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第５号議案 市指定文化財の指定について、事務局から説明を求める。 

 

福井市文化財保護条例第３条の規定に基づき、福井市指定文化財を指定したい

ので、教育委員会の議決を求めるものである。今回指定する文化財は福井市脇三

ケ町に所在する、蘭麝酒の製造で知られる青木蘭麝堂の庭園で、江戸時代後期に

作られたとされる回遊式の林泉庭園である。なお、個人所有の庭園であるため、

指定後は土日に限って一般公開すると伺っている。 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

土日にしか一般公開しないのか。 

 

現在は酒の仕込みで忙しいとことと、初めてなので、先ずは土日から一般公開

していきたいとのことである。 

 

青木蘭麝堂のホームページを見ると、屋敷内の建物は福井市の重要建築物に指

定されているとなっているが、今回の庭園の指定は建物に追加される形なのか。 

 

現在、青木蘭麝堂の建物には都市景観上の指定がかけられているが、これは文

化財ではないので、文化財としては庭園のみである。 
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佐藤委員 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

春木委員 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

春木委員 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 面積はどれくらいあるのか。 

 

 ６３２㎡であり、個人所有の庭園としては大きい部類である。 

 

 

文化財保護委員会から答申があったということだが、具体的にどのような答申

があったのか。 

 

答申については、庭園の価値自体の内容となっている。今回で言えば、江戸時

代後期に作られたものであること、また庭石組みに見どころがあるということで

ある。 

 

次回から指定内容について分かる資料をつけてもらえるとありがたい。 

 

了解した。 

 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第５号議案 市指定文化財の指定について、原案のとおり承認する

ことでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第５号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第６号議案 市指定文化財の指定解除について、事務局から説明を求め

る。 

 

福井市文化財保護条例第４条第１項及び福井市文化財保護条例施行規則第５

条第１項２号の規定により、福井県文化財保護条例の規定により福井県指定文化

財の指定を受けたときは、福井市指定文化財の指定を解除する必要があることか

ら、福井市指定文化財の指定を解除したいので、教育委員会の議決を求めるもの

である。 

解除する文化財は加茂町にある「加茂神社大鳥居」と言われる建造物で、３月

３０日に福井県指定文化財に指定されている。賀茂神社大鳥居は江戸時代中期の

建立と伝えられ、県内では気比神宮の大鳥居に次ぐ規模と古さで、県内の鳥居の

遺構として貴重であることから指定となった。 

 



  - 7 -  
 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

佐藤委員 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

佐藤委員 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

県と市と重複して指定されることはないのか。 

 

重複して指定されることはない。 

 

 

ランクが上がると、修理の補助のようなものがでたりするのか。 

 

県指定になると県から補助がでる。国指定になると国と県の両方から補助がで

る。 

 

こちらから県に対して指定してもらえるように申請するのか。 

 

申請する場合もあるが、県にも文化財保護審議会があり、そこで県指定の価値

がないか審議しているので、審議の結果、県指定の価値があると判断されれば、

申請するしないに関わらず県指定になることはある。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第６号議案 市指定文化財の指定解除について、原案のとおり承認

することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第６号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第７号議案 福井市文化財保護委員の委嘱について、事務局から説明を

求める。 

 

福井市文化財保護委員の委嘱について、５月３１日をもって任期満了となるこ

とから、別添資料の１０名の方に委嘱交渉を行なった結果、了承をいただいたの

で、福井市文化財保護条例第１２条の規定により教育委員会の承認を求めるもの

である。なお、１０名のうち１名が新任で、任期は平成３２年５月３１日までで

ある。 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

県外の委員は会議がある度に福井に来るのか。 
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事務局 

（文化財保護課長） 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（文化財保護課長） 

 

 

 

会議がある度に福井に来ていただいている。また文化財の調査等があれば、そ

の都度来ていただいている。 

 

他に何かないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

それでは、第７号議案 福井市文化財保護委員の委嘱について、原案のとおり

承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第７号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第８号議案 福井市自然史博物館運営協議会委員の委嘱について、事務

局から説明を求める。 

 

４月の人事異動等により、福井市自然史博物館運営協議会委員をお願いしてい

る方々にも異動があったことから、福井市自然史博物館の設置及び管理に関する

条例第１４条第３項の規定により、委員交代のため、４人を新たに委嘱するもの

である。なお、任期は前任者の残任期間で平成３１年６月３０日までである。 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

 それでは、第８号議案 福井市自然史博物館運営協議会委員の委嘱について、

原案のとおり承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第８号議案を原案のとおり承認する。 

 

次に、第９号議案 福井市美術館運営協議会委員の委嘱について、事務局から説

明を求める。 

 

 ４月の人事異動等により、福井市美術館運営協議会委員をお願いしている方々

にも異動があったことから、福井市美術館の設置及び管理に関する条例第４条第

２項に規定により、委員交代のため、２人を新たに委嘱するものである。なお、

任期は前任者の残任期間で平成３１年６月３０日までである。 
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吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

 それでは、第９号議案 福井市美術館運営協議会委員の委嘱について、原案の

とおり承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第９号議案を原案のとおり承認する。 

 

 次に、第４号報告 専決処分（福井市教育委員会行政組織規則の一部改正）の

承認を求めることについて、第５号報告 専決処分（福井市教育委員会職務権限

規程の一部改正）の承認を求めることについて、第６号報告 専決処分（福井市

教育委員会文書管理規程の一部改正）の承認を求めることについて及び第７号報

告 専決処分（福井市教育委員会公印規則の一部改正）の承認を求めることにつ

いては、関連があるので、一括して事務局から説明を求める。 

 

 福井市教育委員会所管事務委任規則第２条第２項の規定により、専決処分した

のでその承認を求めるものである。 

 いずれの規則・規程も本年４月の機構改革に伴い、学校教育課内に放課後児童

育成室を設置したこと、「主任」という職名が「課長補佐」という職名に変更に

なったこと等により、所要の整備を行ったものである。 

 

   ― 以下、会議資料をもとに改正理由の説明 ― 

 

 ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

 それでは、第４号報告 専決処分（福井市教育委員会行政組織規則の一部改正）

の承認を求めることについて、第５号報告 専決処分（福井市教育委員会職務権

限規程の一部改正）の承認を求めることについて、第６号報告 専決処分（福井

市教育委員会文書管理規程の一部改正）の承認を求めることについて及び第７号

報告 専決処分（福井市教育委員会公印規則の一部改正）の承認を求めることに

ついて、報告のとおり一括して承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

第４号報告から第７号報告を報告のとおり一括して承認する。 
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吉川教育長 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

吉川教育長 

 

 

事務局 

（教育部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に第８号報告 専決処分（福井市学校給食運営委員会委員の委嘱）の承認を

求めることについて、事務局から説明を求める。 

 

福井市学校給食運営委員会委員をお願いしている方々が所属する団体から、委

員変更の申し出があったことから、１４名中５名を新たに委嘱することを福井市

教育委員会所管事務委任規則第２条第２項の規定により、専決処分したのでその

承認を求めるものである。なお、任期は前任者の残任期間で平成３１年６月３０

日までである。 

 

 ただ今の説明について、ご意見ご質問等はないか。 

 

― 特に意見なし ― 

 

 それでは、第８号報告 専決処分（福井市学校給食運営委員会委員の委嘱）の

承認を求めることについて、報告のとおり承認することでご異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

 第８号報告を報告のとおり承認する。 

 

次に報告事項に移る。報告（１）教育委員会部局マネジメントについて、事務

局から説明を求める。 

 

 教育委員会部局マネジメントについてご報告を申し上げる。 

 まず、平成２９年度マネジメント成果報告であるが、７つの組織目標のもと、

３２の行動目標を掲げ取り組んできた。今回も、年度当初に設定した計画・項目

が、年度末においてどの程度達成できたかということを天気に例え「快晴」、「晴

れ」、「曇り」、「雨」という4区分で分類した。３２の行動目標のうち、２３件が

期限内に目標を達成できたとして、「晴れ」となった。残りの９件が期限内に目

標が達成できなかったとして、「雨」という結果となった。 

  

― 以下、２９年度成果報告の「雨」の項目を中心に説明 ― 

 

 次に、平成３０年度マネジメント方針であるが、子どもから高齢者までの全市

民が学習やスポーツに取り組めるよう、生涯学習、生涯スポーツのできる環境を

整備する。特に子どもたちにはハード、ソフト両面で学校教育の充実を図るとと

もに、今後の本市としての学校のあり方について検討していく。これにより「み

んなが学び成長するふくいの教育」の実現を目指すことを基本方針とした。この

基本方針をもと、総合教育会議で策定した教育に関する大綱や、教育振興基本計

画に基づき掲げた７つの組織目標をもとに３３の行動目標を掲げ、取り組んでい

く。 



  - 11 -  
 

 

 

 

 

事務局 

（教育部長） 

 

 

 

 

吉川教育長 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

吉川教育長 

 

 

 

吉川教育長 

 

事務局 

（教育総務課副課長） 

 

吉川教育長 

 

 

なお、それぞれの事業内容については、各担当の所属長から説明させていただ

く。 

― 以下、各所属長から３３の行動目標について説明 ― 

 

 ただ今説明した行動目標は、平成３０年度当初予算をベースに作成したものだ

が、新聞報道等でもご承知のとおり、厳しい財政状況であることから、すべての

事業について見直しを行っているところである。６月には市長の記者会見がある

とのことだが、次回の６月定例教育委員会には見直しの結果について報告できる

ようにしたい。 

 

 説明のとおり、事業の見直しをしているところなので、次回の教育委員会で見

直しの結果について報告を受けた上で、質疑応答とさせていただきたい。 

 

予定していた審議事項は以上であるが、他に何かないか。 

 

 朝倉ゆめまるランチ事業について、今年度も６月と１１月の２回実施予定であ

る。朝倉ゆめまるが６月２８日に東安居小学校、６月２９日に清水南小学校を訪

問するので、教育委員の皆さんも是非ご出席いただきたい。 

 

他に何かないか。 

 

― 特になし ― 

 

最後に事務局から次回の日程についてお願いする。 

 

次回の定例教育委員会について、６月２８日（木）午後３時００分から、場所

は福井市役所８階第３委員会室にて開催するので、ご出席いただきたい。 

 

以上をもって会議を終了する。 

 

平成３０年 ６月２８日 

 

  署名委員  木村 敦子 

 

  署名委員  多田 和博 

      

                   会議録作成職員  吉田 浩一 


